
宮城県認証飲食店省エネルギー設備等導入支援補助金交付規程 

 

 （趣旨） 

第１ みやぎ安心コンソーシアム（以下「補助金事務局」という。）は，宮城県認証飲食店原油価格

高騰対策設備導入支援事業運営事業費補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）第１に定める

趣旨に基づき，原油価格高騰の影響を受けたみやぎコロナ対策認証飲食店（以下「認証店」とい

う。）を営む中小企業者等に対し，運用コストの削減のための省エネルギー設備への更新及びデジ

タル化に要する経費について，交付要綱第８の規定により宮城県から交付を受けた補助金の範囲

内において宮城県認証飲食店省エネルギー設備等導入支援補助金（以下「補助金」という。）を交

付するものとし，その交付等に関しては，この規程の定めるところによる。 

 

 （交付対象等） 

第２ 補助金の交付対象となる補助対象者は，宮城県内において認証店を運営する事業者であって，

中小企業支援法（昭和３８年法律第１４７号）第２条第１項に規定する中小企業者（みなし大企業

を除く。）とし，補助対象事業，補助対象経費，補助率及び補助限度額は，別表１のとおりとする。 

２ 補助金額に千円未満の端数があるときは，これを切り捨てるものとする。 

 

 （交付の申請） 

第３ 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者は，様式第１号による補助金交付申請書を補

助金事務局に対し，その定める期日までに提出しなければならない。 

２ 前項の補助金交付申請書の提出に当たり，当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち，消費税法（昭和６３年法

律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税額として控除できる部分との合計額に補助率

を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合は，これを減額して交付申請しなければならな

い。ただし，申請時において当該消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでないものについ

ては，この限りではない。 

３ 補助金交付申請書に添付しなければならない書類は，次のとおりとする。 

(１) 事業計画書（様式第２号） 

(２) コスト削減効果試算シート（申請用）（様式第２号の１） 

(３) 収支予算書（様式第３号） 

(４) 補助対象事業に係る見積書の写し（２者以上） 

(５) 指名競争及び随意契約による場合は，業者選定理由書（様式第４号） 

(６) 法人にあっては登記事項証明書（現在事項全部証明書），個人にあっては住民票の抄本 

   （交付申請日から３ヶ月以内に発行のもの） 

(７)  資本金または出資金が中小企業支援法第２条第１項に定める金額を超えている法人にあ

っては法人事業概況説明書等常時使用従業員数がわかる書類 

(８) 県税納税証明書（原本かつ交付申請日から３ヶ月以内に発行のもの） 



(９) 補助対象事業として導入する設備等のカタログ，パンフレット等 

(10) その他補助金事務局が必要と認める書類 

４ 次の各号のいずれかに該当する事業者等は，交付申請をすることができない。 

 (１) 暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号）に規定する暴力団又は暴力団員等 

(２) 県税に未納がある者 

５ 補助金の交付の申請は，事業区分毎認証店あたり１回限りとする。 

６ 補助金事務局は，前項に規定する暴力団又は暴力団員等に関する事項について， 宮城県知事を

経由して県警本部長宛て照会することができる。 

 

 （交付の決定） 

第４ 補助金事務局は，補助金の交付の申請があったときは，当該申請に係る書類の審査及び現地 

調査等により，その内容を審査し，補助金を交付することが適当と認めたときは，速やかに補助金

の交付の決定をするものとする。 

２ 補助金事務局は，前項の決定をする場合において，次の条件を付するものとする。 

(１) 補助事業の内容の変更をする場合においては，様式第５号により補助金事務局の承認を受 

けること。ただし，次に掲げる軽微な変更にあっては，この限りでない。  

イ 補助事業に要する経費の１０％以内の減少の変更である場合 

ロ 補助事業に要する経費の区分相互間の２０％以内の変更である場合  

ハ  補助目的に変更をもたらさない事業計画の細部の変更である場合  

(２) 補助事業を中止し，又は廃止する場合においては，様式第６号により補助金事務局の承認 

を受けること。 

(３) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合におい 

ては，速やかに補助金事務局に報告し，指示を受けること。 

（４） 補助金事務局は，第１号又は第２号の承認をする場合において，必要に応じ交付決定の全部 

又は一部を取り消し，又は変更することができる。  

 

 （決定の取消し） 

第５ 補助金事務局は，補助金の交付決定を受けた事業者（以下「補助事業者」という。）が，補助

金の他の用途への使用等，補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは，

補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 

 （補助金の返還） 

第６ 補助金事務局は，補助金の交付の決定を取り消した場合には，当該取消しに係る部分に関し，

期限を定めて，その返還を命ずるものとする。 

 

 （加算金及び延滞金） 

第７ 補助事業者は，第５の規定に基づく取消しにより，補助金の返還を命ぜられたときは，その命

令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ，当該補助金の額（その一部を納付し



た場合におけるその後の期間については，既に納付した額を控除した額）につき年１０.９５パー

セントの割合で計算した加算金を補助金事務局に納付しなければならない。 

２ 補助事業者は，補助金の返還を命ぜられ，これを納期日までに納付しなかったときは，納期日の

翌日から納付の日までの日数に応じ，その未納額につき年１０.９５パーセントの割合で計算した

延滞金を補助金事務局に納付しなければならない。 

 

（契約等）  

第８ 補助事業者は，補助事業を遂行するため，売買，請負その他の契約をする場合は，一般の競争

に付さなければならない。ただし，補助事業の運営上，一般の競争に付することが困難又は不適当

である場合は，指名競争に付し，又は随意契約によることができる。 

 

（実績報告） 

 第９ 補助事業実績報告書の様式は，様式第７号によるものとする。 

 ２ 補助事業者は，前項の補助事業実績報告書を提出するに当たり，当該補助金に係る消費税及び

地方消費税仕入控除税額が明らかになった場合には，これを当該補助金から減額して報告しなけ

ればならない。  

３ 補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は，次のとおりとする。 

 (１) 事業実績書（様式第８号）  

（２） コスト削減効果試算シート（実績用）（様式第８号の１） 

（３） 収支精算書（様式第９号） 

 （４） 取得財産等管理台帳（様式第１０号）の写し  

(５) 見積書，契約書，納品書及び領収書等の写し  

(６)  その他補助金事務局が必要と認める書類  

４ 実績報告書の提出期限は，補助事業の完了若しくは廃止承認の日から１ヶ月を経過した日又は

補助金事務局が別に定める日のいずれか早い日までとする。  

 

（補助金の交付方法） 

第１０ 補助金は，補助金の額の確定後に交付するものする。 

 

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１１ 第３第２項ただし書の規定により補助金の交付申請をした者は，当該補助金に係る消費税

及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合には，様式第１１号により速やかに補助金事務局に

報告しなければならない。 

２ 補助金事務局は，前項の規定により報告があった場合には，当該報告に係る消費税及び地方消

費税仕入控除税額の全額又は一部の返還を命じることができる。 

 

 

 



（取得財産等の管理） 

第１２ 補助事業者は，補助金により取得し，又は効用が増加した財産（以下「取得財産等」とい

う。）を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに，補助金の趣旨に従ってその効率的な運

用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は，取得財産等について，その台帳を設け，その保管状況を明らかにするとともに，

補助事業が完了した年度の翌年度から５年間保存しなければならないものとする。 

 

（処分の制限を受ける財産） 

第１３ 補助事業者は，取得財産等であって，取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上の財産

を補助金事務局の承認を受けないで，補助金の交付の目的に反して使用し，譲渡し，交換し，貸し

付け，又は担保に供してはならない。ただし，減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０

年大蔵省令第１５号）に定めるものにあってはその期間，その他のものにあっては５年間を経過

した場合は，この限りでない。 

２ 前項に規定する処分を制限された取得財産等について，前項ただし書きの期間内に処分を行お 

うとするときは，様式第１２号により，あらかじめ補助金事務局の承認を得なければならない。 

３ 補助金事務局は，補助事業者が前項の承認に係る取得財産等を処分したときには，当該財産に

係る補助金額の全部又は一部を納付させることができる。 

 

（その他） 

第１４ この規程に定めるもののほか，補助金の交付等に関し必要な事項については，別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は，令和４年８月１９日から施行し，令和４年度予算に係る補助金に適用する。 



別表１ 

※１ 運用コストの削減につながるものであっても，次の経費は対象外とする。 

   (１) 省エネ化事業 

① 断熱塗装等既存で有さない機能の導入に係る経費 

② 輸送用機械器具 

③ 能力増加等更新の範疇を超える追加設備費用  

(２) デジタル化事業 

    ① パソコン等汎用性の高い機器 

    ② 利用料金やリース料金及び保守に係る費用 

    ③ 施設の増改築や不動産の取得費用 

    ④ 主として広告のための機器  

※２ 他の補助金の対象となっている事業については，補助対象外とする。 

 

 

 

 

 

補助対象事業 
補助対象経費 補助率 

補助限度額 

区分 内容 上限 下限 

（１）省エネ化事業 既存所有設備について燃料

費等のエネルギーコストの

削減に繋がる省エネルギー

型設備に更新する事業。 

 

設備費，工事費，撤去費・廃棄費用（更新に

合わせて撤去等する場合に限る），その他必

要と認められる経費 

 

2/3 以内 100 万円 30 万円 

（２）デジタル化事業 業務効率化により人件費等

の運用コストの低減に繋が

るデジタル技術を活用した

サービス，システム，ソフト

ウェア等を導入する事業。 

 

機器本体費，設置費用，その他必要と認めら

れる経費 

 

2/3 以内 200 万円 30 万円 


